
現
状
と
課
題

水
質
基
準
強
化
へ
の
適
応

　水
質
基
準
に
適
合
し
た
安
全
な
水

道
水
を
供
給
す
る
に
は
、
水
質
基
準

項
目
を
検
査
す
る
機
器
の
充
実
を
図

り
、
検
査
精
度
を
維
持
し
て
い
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
国
の
水
質

基
準
強
化
の
動
き
を
注
視
し
、
検
査

項
目
を
増
や
す
な
ど
、
柔
軟
に
適
応

し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

大
規
模
地
震
等
の
災
害
対
策

　近
年
、
大
規
模
地
震
や
気
候
変
動

に
伴
う
集
中
豪
雨
・
渇
水
が
頻
繁
に

発
生
し
、
全
国
各
地
で
断
水
・
漏
水

等
の
被
害
が
生
じ
て
い
ま
す
。
い
つ
、

ど
こ
で
発
生
す
る
か
わ
か
ら
な
い
自

然
災
害
に
備
え
る
た
め
、
本
市
に
お

い
て
も
管
路
・
施
設
の
耐
震
化
な
ど

危
機
管
理
へ
の
対
応
を
徹
底
し
て
い

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

中
長
期
的
な
企
業
経
営

　本
市
で
は
、
老
朽
化
施
設
を
法
定

耐
用
年
数
ど
お
り
に
更
新
し
た
場
合

と
、
重
要
度
・
優
先
度
な
ど
を
も
と

に
更
新
基
準
年
数
を
設
定
し
て
資
産

を
長
期
使
用
す
る
場
合
の
ど
ち
ら
に

お
い
て
も
、
更
新
需
要
に
必
要
な
財

源
が
将
来
的
に
不
足
す
る
こ
と
が
見

込
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
支

出
に
つ
い
て
は
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
の
考
え
に
基
づ
く
施
設
の
長
寿

命
化
、
施
設
更
新
時
の
統
廃
合
・
ダ

ウ
ン
サ
イ
ジ
ン
グ
等
を
、
収
入
に
つ

い
て
は
補
助
金
の
交
付
要
望
や
適
正

な
料
金
水
準
等
の
検
討
を
進
め
、
水

道
サ
ー
ビ
ス
の
持
続
性
を
確
保
し
て

い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

❸-1

都市基盤を整備し、安全で安心して暮らせるまちにしますみんなが安全で快適に暮らせるまち

限りある水道水を大切に使う社会の形成を図るとともに、安全で

清浄な水道水を安定的に供給します。また、サービスの維持・向上

に向け、健全かつ安定的な事業を運営します。

上下水道ビジョン
分野
計画

基本
方向

水質検査項目の
水質基準適合達成率

目標値（令和7年度）基準値重要業績評価指標

上
水
道

上下水道

摂 津 市

100% 100%

配水池の耐震化率 54.5% 77.3%

基幹管路の耐震適合率 31.2% 41.5%

経常収支比率（公営企業会計） 112.9% 100％以上

指標（KPI）

安全な水道の供給

●水質管理体制の強化

水道水の安定供給

●複数水源による水道水の供給

●危機管理体制の強化

●耐震化の推進

●水道施設の更新

サービスの維持・向上

●適切な維持管理

●水道事業の健全な経営

●人材育成等の推進

●お客さまサービスの向上

●環境への配慮
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